
平成１９年５月２４日

市民生活部男女共同参画課

 

「（仮称）第２次男女共同参画行動計画」の策定について 

 
１ 策定の目的 
本市においては，平成１５年に男女共同参画を推進するための基本理念を明らかに

した「宇都宮市男女共同参画推進条例」を制定するなど男女共同参画の推進に関する

さまざまな施策・事業を展開してきたが，依然として多くの市民が社会における男女

間の不平等感を感じている状況にあり，さらには DV など女性に対する暴力が社会的
な問題となっている。 
このため，これらの課題を解決し，男女が互いに人件を尊重しつつ，喜びと責任も

分かち合い，その個性と能力を十分に発揮することができる社会を構築するため「（仮

称）第２次男女共同参画行動計画」を策定する。 
 
２ 計画の位置付け 
・ 宇都宮市総合計画基本計画の分野別計画 
・ 宇都宮市男女共同参画推進条例第８条に規定する計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇都宮市 
総合計画基本計画 

整合 勘案 

国の男女共同参画基本計画 
県の男女共同参画プラン 

宇都宮市男女共同参画推進条例 

基本理念・基本的

施策の具現化 

(仮称)第２次 
男女共同参画行動計画 

＜関連計画等＞ 
人権施策推進指針 
次世代育成支援行動計画 
ひとり親家庭等自立促進計画 
高齢者保健福祉計画 
介護保険事業計画 
健康うつのみや２１ 
すこやか親子うつのみや２１ 
障害者福祉プラン 
生涯学習推進計画  など 

 
３ 計画期間 
 計画期間は，平成２０年度から平成２４年度までの５年間とする。 
 
 

 



４ 検討内容 
（１） 本市の男女共同参画の現状及び課題 
（２） 計画の基本的な考え方 
（３） 男女共同参画推進方策 
・ 時代に対応した男女共同参画推進のための施策・事業の体系化 
・ 本市の課題解決に向けて重点的に取り組むべき施策・事業 

（４） 推進体制 
 
５ 策定体制（詳細は別紙のとおり） 
（１） 庁内検討組織 
  宇都宮市男女共同参画推進委員会（作業部会・委員会）にて検討 
（２） 庁外検討組織 
  宇都宮市男女共同参画審議会より意見聴取 
（３） 市民の意見の反映 
・ 男女共同参画に関する市民意識調査（平成１８年度実施）結果の活用 
・ パブリックコメントの実施 

 
６ 今後のスケジュール 
平成１９年 ６月～  庁内推進委員会の開催（５回程度開催） 
      ７月～  男女共同参画審議会へ諮問，検討（５回程度開催） 
平成２０年 １月   パブリックコメントの実施 
      ２月   男女共同参画審議会からの意見 
      ３月   庁議に付議，計画の策定 

 



■ 計画の策定体制 
 
 
 庁   議 

・計画の策定 

宇都宮市男女共同参画推進委員会 

【委員会】 
所掌事務：原案の策定 
委 員 長：市民生活部次長 
副委員長：男女共同参画課長 
委  員：行政経営課長，財政課長，人事課

長，政策審議室長，広報広聴課長，

みんなでまちづくり課長，青少年

課長，高齢福祉課長，障害福祉課

長，児童福祉課長，健康増進課長，

保健予防課長，商工振興課長，農

業振興課長，学校教育課長，生涯

学習課長，農業委員会事務局長 

【作業部会】 
所掌事務：素案の作成 
部 会 長：男女共同参画課長 
副部会長：男女共同参画課推進担当主査 
部 会 員：行政経営課，財政課，人事課，政

策審議室，広報広聴課，みんなで

まちづくり課，青少年課，高齢福

祉課，障害福祉課，児童福祉課，

健康増進課，保健予防課，商工振

興課，農業振興課，学校教育課，

生涯学習課，農業委員会事務局 

宇都宮市男女共同参画

審議会 

所掌事務：行動計画の策定

について意見を述

べる。 
委  員：学識経験者，公

募委員などから

構成 
（２０人以内）

市民の意見の反映 

・ パブリックコメント 
・ 市民意識調査 

諮問 

意見 

意見の

反映 

関係部長等会議（必要に応じ開催） 

別 紙 

 


